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呉
秀
三
・
樫
田
五
郎
『
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
實
況
及
ビ

其
統
計
的
観
察
」
（
大
正
七
年
）
は
、
私
宅
監
置
の
事
例
で
知
ら

れ
て
い
る
が
、
公
立
監
置
室
に
収
容
さ
れ
て
い
た
患
者
に
つ
い

て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
公
的
な
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
患

者
と
は
、
精
神
病
者
監
護
法
第
六
条
に
基
づ
い
て
、
貧
困
の
た

め
そ
の
義
務
を
果
た
せ
な
い
親
族
に
代
わ
り
市
区
町
村
長
が
監

護
義
務
者
と
な
っ
て
い
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
呉
・
樫
田
論
文
に

よ
れ
ば
、
「
市
区
町
村
委
託
ノ
患
者
ハ
東
京
府
下
・
大
阪
府
下
等

二
於
テ
ハ
、
府
立
病
院
又
ハ
各
私
立
病
院
二
収
容
セ
ラ
レ
各
専

門
家
ノ
治
療
看
護
ヲ
受
ク
レ
ド
モ
、
府
県
ノ
多
数
ニ
ハ
殆
ド
其

設
備
ヲ
欠
」
い
て
お
り
、
少
な
か
ら
ぬ
貧
困
患
者
が
「
猶
ホ
甚

不
十
分
ナ
ル
」
公
立
監
置
室
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
地

方
都
市
に
多
く
あ
っ
た
と
さ
れ
る
公
立
監
置
室
に
つ
い
て
は
不

30

戦
前
に
お
け
る
精
神
病
者
の
公
立
監
置
室

に
つ
い
て

橋
本
明

愛
知
県
立
大
学
文
学
部

明
の
部
分
が
多
い
。
今
回
ト
ョ
タ
財
団
よ
り
研
究
助
成
（
研
究

題
目
「
精
神
病
者
監
護
法
下
に
お
け
る
監
置
患
者
の
暮
ら
し
と

地
域
社
会
」
）
を
受
け
て
実
施
し
て
い
る
全
国
調
査
の
過
程
で
得

ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
公
立
監
置
室
の
歴
史
的
研
究
に
光
を

あ
て
て
み
た
い
。

最
初
に
精
神
病
者
の
公
立
監
置
室
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
似
の
表
現
に
公
立
精
神
病
者
収
容
所
が

あ
る
が
、
両
者
の
使
い
分
け
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
例

え
ば
呉
・
樫
田
論
文
の
第
九
十
三
～
九
十
八
例
で
公
立
監
置
室

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
伊
勢
療
養
所
（
甲
府
市
）
は
、
「
精
神

病
者
収
容
施
設
調
」
（
昭
和
九
年
一
月
一
日
現
在
、
内
務
省
）
お

よ
び
菅
修
「
本
邦
二
於
ケ
ル
精
神
病
者
竝
ビ
ニ
之
二
近
接
セ

ル
精
神
異
常
者
二
関
ス
ル
調
査
」
二
精
神
神
経
学
雑
誌
」
第
四

十
一
巻
、
昭
和
十
二
年
）
で
は
「
精
神
病
者
収
容
所
」
に
、
一

方
『
精
神
病
者
収
容
施
設
調
」
（
昭
和
十
五
年
一
月
一
日
現
在
、

厚
生
省
）
で
は
「
公
立
監
置
室
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
他
都

市
の
施
設
に
お
い
て
も
同
様
の
不
統
一
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
以
下
で
は
公
立
監
置
室
と
言
っ
た
場
合
、
公
立
精

神
病
者
収
容
所
ま
で
含
め
た
範
囲
を
指
す
が
、
要
は
精
神
医
療
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施
設
で
は
な
い
公
立
の
精
神
病
者
収
容
施
設
（
監
置
室
）
と
理

解
す
れ
ば
大
き
く
は
外
れ
な
い
だ
ろ
う
（
こ
こ
で
は
私
人
へ
の

患
者
委
託
は
除
外
す
る
）
。
だ
が
そ
れ
故
に
、
公
立
監
置
室
の
統

計
的
な
把
握
に
は
困
難
が
伴
う
。
昭
和
九
年
の
「
精
神
病
者
収

容
施
設
調
」
で
は
、
全
国
の
公
立
監
置
室
数
は
九
八
だ
が
、
同

十
五
年
の
調
査
で
は
三
一
九
と
違
い
が
大
き
い
（
ち
な
み
に
私

宅
監
置
数
は
、
昭
和
九
年
が
六
五
○
四
、
同
十
五
年
が
六
六
四

五
と
相
対
的
に
「
安
定
」
し
て
い
る
）
。
こ
れ
は
、
既
に
述
べ
た

公
立
監
置
室
の
統
計
上
の
分
類
が
揺
れ
て
い
る
こ
と
も
一
因
と

考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
公
立
監
置
室
は
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
展
開
過
程
を
具
体
的
な

事
例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
公
立
監
置
室
は
行
旅
病
人

収
容
所
の
一
角
に
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
甲
府
市

の
伊
勢
療
養
所
は
明
治
三
十
二
年
の
行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人

取
扱
法
施
行
直
後
に
行
旅
病
人
救
護
所
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

当
初
か
ら
精
神
病
者
を
受
け
入
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
大
正
二

年
に
は
精
神
病
者
監
置
室
一
棟
を
新
築
し
た
。
昭
和
七
年
に
は

こ
の
監
置
室
を
大
増
築
（
収
容
定
員
二
五
人
）
し
、
「
本
市
社
会

事
業
施
設
中
誇
る
に
足
る
」
言
甲
府
市
社
会
事
業
の
状
況
」
昭

和
十
一
年
、
甲
府
市
役
所
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
名
古
屋

市
の
東
山
寮
は
、
そ
れ
ま
で
私
人
等
に
委
託
し
て
い
た
行
旅
病

人
お
よ
び
市
内
居
住
の
窮
民
中
無
縁
者
の
救
護
の
必
要
か
ら
大

正
十
五
年
に
発
足
し
た
。
昭
和
七
年
に
は
救
護
法
に
よ
る
救
護

施
設
と
し
て
認
可
さ
れ
、
精
神
耗
弱
者
収
容
舎
一
棟
（
収
容
定

員
六
五
人
）
を
新
築
し
た
。
一
方
、
山
口
県
内
で
は
昭
和
初
年

に
山
口
市
、
宇
部
市
、
萩
町
な
ど
に
数
名
の
精
神
病
者
を
収
容

す
る
公
立
監
置
室
が
（
伝
染
）
病
院
の
一
角
に
建
設
さ
れ
、
多

く
が
救
護
施
設
の
認
可
を
受
け
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
公
立
監
置
室
は
、
精
神
医
療
施
設
の
不
備
を
補

完
し
つ
つ
も
、
と
り
わ
け
救
護
法
施
行
以
降
は
社
会
事
業
と
し

て
の
発
展
・
充
実
を
目
指
し
て
い
た
。
だ
が
戦
後
に
は
公
立
監

置
室
は
廃
止
さ
れ
、
あ
る
い
は
他
施
設
へ
と
転
換
さ
れ
た
。

呉
・
樫
田
論
文
の
「
或
ハ
他
日
ノ
公
立
精
神
病
院
ノ
基
礎
ト
モ

ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
」
と
い
う
記
述
は
幻
に
終
わ
っ
た
こ
と

に
な
る
。


